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「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る 

留意事項等について」の一部改正について（通知） 

 

 

 

 今般、「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等につい

て」（平成２６年４月２５日社援保発０４２５第１１号厚生労働省社会・援護局保護課長通

知）の一部を下記のとおり改正したので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期された

い。 

  

                                       

                                      記 

 

 

別添１様式例を新旧対照表のとおり改める。 



1 

 

○「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について」（平成２６年４月２５日厚生労働省社会・援護局保護課長通知 社援保発第 0425第

11号） 

改正後 改正前 

１～３ （略） 

別添１様式例（申請書） 

 

１～３ （略） 

別添１様式例（申請書） 
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別添１様式例（誓約書）～別添２様式例（通知） （略） 
 

別添１様式例（誓約書）～別添２様式例（通知） （略） 


